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第 11次大分県交通安全計画の概要 

 

１ 計画の位置付け 

○交通安全対策基本法第 25 条第１項 

国が定めた交通安全基本計画に基づき、県の交通安全計画を定めなければなら

ない。 

 

２ 計画の期間 

令和３年度～令和７年度（５年間） 

 

３ 数値目標 

令和７年までに 

交通事故死者数を 34 人以下 

交通事故重傷者数を 220 人以下 

 

※ 交通事故重傷者 

     交通事故により１箇月（３０日）以上の治療を要する怪我を負った者 

 

４ 重視すべき視点（６つの視点） 

①高齢者及び子供の安全確保 

②歩行者及び自転車の安全確保と遵法意識の向上 

③生活道路における安全確保 

④先端技術の活用推進 

⑤交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進 

⑥地域が一体となった交通安全対策の推進 

 

５ 施策の柱（８つの柱） 

①道路交通環境の整備 

②交通安全思想の普及徹底 

③安全運転の確保 

④車両の安全性の確保 

⑤道路交通秩序の維持 

⑥救助・救急活動の充実 

⑦被害者支援の充実と推進 

⑧研究開発及び調査研究の充実 
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ケ その他の普及啓発活動の推進 

(ｱ) 高齢者の交通事故防止に関する県民の意識を高めるため、高齢者の歩行中や 

自転車乗用中の事故実態の広報を積極的に行う。また、高齢運転者標識（高齢 

者マーク）の表示の促進を図るとともに、他の年齢層に対しても、高齢運転者 

の特性を理解し、高齢者マークを取り付けた自動車への保護意識を高めるよう 

に努める。 

併せて、身体障害者標識等（身体障害者マーク、聴覚障害者マーク）の表示 

の促進を図るとともに、他の運転者に対して身体障害者マーク等を取り付けた 

自動車への保護意識を高めるように努める。 

(ｲ) 薄暮の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、夜

間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転、歩行者の横断違

反等による事故実態・危険性等を広く周知し、これら違反の防止を図る。 

また、季節や気象の変化、地域の実態等に応じ、交通情報板等を活用するな

どして自動車及び自転車の前照灯の早期点灯、対向車や先行車がいない状況に

おけるハイビームの使用を促すとともに、歩行者、自転車利用者の反射材用品

等の着用を推進する。 

(ｳ) 二輪乗用中の死者の損傷部位は頭部が最も多く、次いで胸部となっており、

二輪車運転者の被害軽減を図るため、ヘルメットの正しい着用とプロテクター

の着用について、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進するなど、胸

部等保護の重要性について理解増進に努める。 

(ｴ) 乗用型トラクターの事故防止を図るため、作業機を装着・けん引した状態で

公道を走行する際の灯火器等の設置、キャビン・フレームの装備、シートベル

トの着用等について周知を行う。 

(ｵ) 県民が、交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意識の啓発等

を図ることができるよう、地理情報システム等を活用した交通事故分析の高度

化を推進し、インターネット等各種広報媒体を通じて事故データ及び事故多発

地点に関する情報の提供・発信に努める。 

(ｶ) 衝突被害軽減ブレーキや自動運転等の先進技術について、ユーザーが過信す

ることなく使用してもらえるような情報を始め、自動車アセスメント情報や、

安全装置の有効性、ドライブレコーダーの普及啓発、自動車の正しい使い方、

点検整備の方法、交通事故の概況等に係る情報を総合的な安全情報として取り

まとめ、自動車ユーザー、自動車運送事業者、自動車製作者等の情報の受け手

に応じ適時適切に届けることにより、関係者の交通安全に関する意識を高める。 

(ｷ) 交通安全に取り組む学識経験者、有識者等による、研究発表や成果発表、討

議等を通じて、交通事故防止について考える機会を設けて、県民の交通安全に

関する意識を高める。 
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